
　まず、合併の是非判断の心構えについて、二点
述べてみたいと思います。
　一つは、過大な期待は抱かないということであ
ります。
　この地域の合併も含め、そもそも合併というも
のは、「生活圏の広域化に対応できなくなっていく」
「少子高齢化の進展をはじめ増大する行政需要に
対応できなくなっていく」「地方分権の進展に伴
う自己責任の増大に対応できなくなっていく」「ま
すます厳しくなる財政状況のため行政サービスが
維持できなくなっていく」などを打開するための
一つの手段に過ぎず、地域の振興を図る政策では
ないのであります。「新市建設計画は政策ではな
いのか」という声が聞こえてきそうでありますが、
「市町村は、その事務を処理するに当たっては、
議会の議決を経てその地域における総合的かつ計
画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、

これに即して行うようにしなければならない。」
という地方自治法の規定の重みを考えると、新市
建設計画は、社会資本の整備水準の格差是正とい
う合併のための条件整備を盛り込む以外は、それ
ぞれの議会の議決を経て決定された市町の計画を
ベースに調整されるなど、政策立案というより政
策調整に徹するほうが良いと考えます。また、合
併特例債にも過大な期待があるようでありますが、
社会資本の整備水準の格差是正という合併のため
の条件整備には有効でも、発展のための起爆剤と
いう救世主にはなりえないのです。
　二つは、公平ということにこだわり過ぎないと
いうことであります。
　住民にとって負担と受益のバランスは非常に重
要でありますが、このバランスも当然バラバラで
あります。従って原則的には、負担は低い方に、
サービス水準は高い方にということで検討され、
最終的には、それで財政運営が成り立つのかとい
う検討も加えられ調整されていくと思います。し
かし、その調整は5つの旧制度を1つの新制度(姉
妹都市関係の維持など例外的に1市5制度もありう
る)にするということでありますので、すべてに公
平ということはありえません。従って、調整がで
きたということをもって良とする位の感覚で受け
止めるのが、案外正解かも知れません。

　今回の合併の方式は、「宮津市、与謝郡加悦町、
同郡岩滝町、同郡伊根町及び同郡野田川町を廃し、
その区域をもって新しい市を設置する」という方
式がとられることとなっております。従いまして、
五つの異なる制度・価値観を調整するということ
でありますので、調整の結果によっては五つのど
れにも当てはまらない「中をとる」ということも
ありうるのであります。そのため、合併協定項目
の調整方針というのが定められ、協議調整の原則
として五つのことが意思統一されております。
　一つは、住民生活に直接関わる事項については、

支障が生じないように速やかな一体性の確保に努
めるという、一体性確保の原則であります。
　二つは、サービスに差異があるものについては、
現行サービスの水準を低下させないことを原則と
して調整するという、福祉向上の原則であります。
　三つは、税率や料金について負担公平の原則に
立ち、住民が不公平感を持つことがないように十
分配慮し、調整に努めるという、負担公平の原則
であります。
　四つは、事務事業の一元化を図る際には、足腰
の強い健全な行財政運営が可能となるよう調整す
るという、健全な行財政運営の原則であります。
　五つは、行政機構の再編成により、行政需要に
対応しうる専門的かつ機能的な組織づくりに努め、
既存のサービスの見直しに努め、新しい自治体の
規模にふさわしい事務事業の規模とするという、
行政改革推進及び適正規模準拠の原則であります。
　この原則と大きくかけ離れた結果かどうかのチ
ェックも、一つの重要な視点であります。

　議会、住民説明会、住民アンケートなど、これ
までに合併をめぐってのいろいろな議論がありま
した。そうした過程でよく話題になったのが、合
併のメリット、デメリットは何かということであ
りました。合併により期待されるものとして6項目、
懸念されるものとして6項目ぐらいがよく例示され
ております。
　期待されるものの一つは、住民の利便性の向上
であります。
　分庁・支所方式(後述)でスタートするようですの
で、少なくとも5カ所で住民票などが取れるように
なりますし、公立保育所を統合しないならば20カ
所が利用できることから、勤務先に近い保育所へ
子どもさんを入れることができるなど、期待できそ
うです。
　二つは、サービスの高度化･多様化であります。
　当分の間は職員を削減することが基本となりま
すので、理学療法士や社会福祉士などの専門職の
採用によるサービスの質の向上は難しいと思いま
すが、土木技術職員や保健婦などの専門職の総数
は増えますので、スケールメリットによるサービ
ス向上は期待できそうです。
　三つは、重点的な投資による基盤整備の推進で
あります。
　光ファィバー網の整備や鉄道電化区間の延長な
どの声も聞きますが、こんな基盤整備に合併特例
債を使うということになるなら、大きな効果がも
たらされると思います。
　四つは、広域的観点に立ったまちづくりと施策
展開であります。

　3つのゾーニングでまちづくりを進めるようであ
りますが、ニュータウンの建設など、ある程度の
スケールを持った土地開発が期待できそうであり
ます。
　五つは、行財政の効率化であります。
　合併後10年以内に庁舎を建設する方向になりそ
うでありますので、今後個別の庁舎建設計画は全
て取りやめることができますし、特別職や一般職
を削減できるなど、大きな効果が期待できそうで
あります。
　六つは、地域のイメージアップと総合的な活力
の強化であります。
　市を名乗るということによるイメージアップ以外、
今回の枠組みでは余り期待できないような気がし
ます。
　また、懸念されるものの一つは、役場が遠くな
って不便にならないかであります。
　この地域の合併は、従来の庁舎に行政機能を振
り分けて配置し、必要な庁舎には住民サービス窓
口部門を配置するという、分庁・支所方式でスタ
ートするようでありまして、当分の間その懸念は
ないと思われます。
　二つは、住民の声が届きにくくならないかであ
ります。
　既存の公聴制度は残されるのか、地域審議会は
設置されるかなど、気にかかるところです。
　三つは、サービスが低下しないかであります。
　当然ながら異なるものを調整するわけですから、
低下しないサービスは全く無いとはいえないと思
いますが、激変緩和措置が準備されているかどう
かは是非ともチェックしたいものです。
　四つは、中心部だけがよくなって、周辺部はさ
びれないかであります。
　合併前の各市町の総合(振興)計画と新市建設計画
との比較検討が重要でありますが、広域的観点に
立ったまちづくりや行財政の効率化から、合併前
の各市町の計画の一部が実施されないということ
への理解は必要であります。
　五つは、各地域の歴史･文化･伝統などが失われ
ていかないかであります。
　新市の名称にそれを求めると決着がつきません
ので、案をそのまま了解するとして、旧市町の名
称をどんな形で残していくのかというチェックは
必要であります。また、その他の項目についても、
それぞれの地域の人々の生き様に関わるものであり、
統一しなければならないものであるか否かをチェ
ックする必要があります。
　六つは、財政状況の良い市町村に不利にならな
いかであります。
　財政指標に多少のデコボコはありますが、この
地域の合併には当てはまりません。
　これらのことは、合併後にしか答えが出ないも
のもありますが、期待されることが実現されそうか、
懸念されたことが克服されそうかという視点での
チェックは重要であります。
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